
子 ど も ・ 子 育 て 支 援 事 業 計 画 に つ い て  

 

１ ． 根 拠  

 

○ 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 法  第 ６ １ 条 第 １ 項  

 

市 町 村 は 、 基 本 指 針 に 即 し て 、 五 年 を 一 期 と す る 教 育 ・ 保 育 及 び

地 域 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 事 業 の 提 供 体 制 の 確 保 そ の 他 こ の 法 律 に 基

づ く 業 務 の 円 滑 な 実 施 に 関 す る 計 画 を 定 め る も の と す る 。  

 

 ※ 基 本 指 針 に つ い て は 、 現 在 、 国 で 案 が 検 討 さ れ て い る と こ ろ で

す 。  

 

２ ． 計 画 期 間  

 平 成 ２ ７ 年 度 ～ 平 成 ３ １ 年 度 （ ５ 年 間 ）  

 

３ ． 計 画 で 定 め る 事 項  

 

○ 必 須 記 載 事 項 （ 案 ）  

（ １ ） 区 域 の 設 定  

（ ２ ） 幼 児 期 の 学 校 教 育 、 保 育 に 係 る 需 要 量 の 見 込 み ・ 提 供 体 制

の 確 保 の 内 容 ・ 実 施 時 期  

（ ３ ） 地 域 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 事 業 に 係 る 需 要 量 の 見 込 み ・ 提 供

体 制 の 確 保 の 内 容 ・ 実 施 時 期  

（ 地 域 子 育 て 支 援 拠 点 、 一 時 預 か り 、 延 長 保 育 、 フ ァ ミ リ ー

サ ポ ー ト セ ン タ ー 、 病 児 ・ 病 後 児 、 放 課 後 児 童 健 全 育 成 、

乳 児 家 庭 全 戸 訪 問 、 利 用 者 支 援 な ど ）  

（ ４ ） 認 定 こ ど も 園 の 普 及 、 幼 児 期 の 学 校 教 育 ・ 保 育 、 地 域 の 子

育 て 支 援 の 推 進 方 策 に 係 る 事 項  

 

４ ． 具 体 的 な 計 画 策 定 の 手 順  

 

（ １ ） 子 ど も ・ 子 育 て に 係 る ニ ー ズ を 把 握 す る た め 、 市 民 ア ン ケ

ー ト 調 査 を 行 う 。  

 

資 料 ６



 

（ ２ ） ア ン ケ ー ト 調 査 を 集 計 、 分 析 し 、 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 に 係

る 事 業 に 対 す る ニ ー ズ 見 込 量 を 決 定 す る 。  

 

（ ３ ） ニ ー ズ 見 込 量 に 対 す る 、 提 供 体 制 の 確 保 及 び そ の 実 施 時 期

等 を 決 定 す る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ ４ ） ニ ー ズ 見 込 量 や そ の 提 供 体 制 、 実 施 時 期 等 を 盛 り 込 ん だ 城

陽 市 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 事 業 計 画 案 を 策 定 す る 。  

 

（ ５ ） 計 画 案 に 対 し て 、 京 都 府 と の 協 議 や パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト

（ 市 民 意 見 ） の 募 集 な ど を 経 て 、 平 成 ２ ６ 年 度 中 に 、 計 画

を 策 定 す る 。  

 

 

 

（ 例 ） 認 定 こ ど も 園 、 幼 稚 園 、 保 育 所 （ 教 育 ・ 保 育 施 設 ） 及 び 地 域 型 保 育

事 業 の ニ ー ズ 見 込 量 、 確 保 の 内 容 及 び 実 施 時 期 の イ メ ー ジ  

 

※ １ 号 ・ ・ ・ 学 校 教 育 の み （ 保 育 の 必 要 性 な し ）  

 ２ 号 ・ ・ ・ ３ 歳 以 上 で 保 育 の 必 要 性 あ り  

 ３ 号 ・ ・ ・ ３ 歳 未 満 で 保 育 の 必 要 性 あ り  

※ 地 域 型 保 育 ・ ・ ・ 小 規 模 保 育 （ 利 用 定 員 ６ 人 以 上 １ ９ 人 以 下 ） 、 家 庭 的

保 育 （ 利 用 定 員 ５ 人 以 下 ） 、 居 宅 訪 問 型 保 育 、 事 業 所

内 保 育 （ 従 業 員 の 他 、 地 域 の 子 ど も に も 保 育 を 提 供 ）


